
 （別添1） 事務の内容

（備考）

①　住民情報を宛名システムから参照する。
②　他課のシステムから特別区民税・都民税の賦課に必要となる情報（生活保護情報等）を取得する。
③　特別区民税・都民税の申告対象者情報を出力し、帳票プリント、封入封かん委託業者へ提供、特別区民税・都民税
　　申告書を作成し、住民等に送付する。
④　賦課資料等（特別区民税・都民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書など）の情報を
　　区民等または国税連携システム、eLTAXを経由して取得する。
⑤　取得した各種賦課資料をデータ化して税務システム（課税）に取り込む。また、賦課資料のイメージ化も行い税務
　　システム（課税）に取り込む。
⑥　取得した賦課資料のうち、中野区の賦課対象でない者の賦課資料を他市区町村へ送付する。
⑦　住民登録外者の住民票関係情報を住基ネット経由で取得する。（単件処理・バッチ処理）
⑧　特別区民税・都民税の賦課に必要となる情報を住民情報連携基盤システム経由で他市区町村より取得する。また、
　　所得情報等を住民情報連携基盤システム経由で中間サーバーへ連携する。
⑨　各種申告情報により特別区民税・都民税の賦課決定を行い、税額決定通知書情報を出力し、帳票プリント、封入封
　　かん委託業者へ提供、特別区民税・都民税税額決定通知書を作成し、特別徴収義務者、住民等に発付する。
⑩　eLTAX経由で提出された年金支払情報及び給与支払情報にかかる税額決定通知等については、eLTAX経由で通
　　知する。
⑪　住民登録外で賦課した者の住民登録をしている他市区町村に対し、地方税法第２９４条３項に従い通知する。
⑫　決定・通知された賦課情報を他分野システム及び税務システム（収納）並びに滞納整理支援システムへ連携する。
⑬　他市区町村からの所得等照会（紙）を収受し、検索、回答書を出力し発送する。
⑭　税証明の発行に必要となる所得情報等を証明書自動交付システムへ連携する。
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①　住民情報を宛名システムから参照する。
②　他課のシステムから特別区民税・都民税の賦課に必要となる情報（生活保護情報等）を取得する。
③　特別区民税・都民税の申告対象者情報を出力し、帳票プリント、封入封かん委託業者へ提供、特別区民税・都民税
　　申告書を作成し、住民等に送付する。
④　賦課資料等（特別区民税・都民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書など）の情報を
　　区民等または国税連携システム、eLTAXを経由して取得する。
⑤　取得した各種賦課資料をデータ化して税務システム（課税）に取り込む。また、賦課資料のイメージ化も行い税務
　　システム（課税）に取り込む。
⑥　取得した賦課資料のうち、中野区の賦課対象でない者の賦課資料を他市区町村へ送付する。
⑦　住民登録外者の住民票関係情報を住基ネット経由で取得する。（単件処理・バッチ処理）
⑧　特別区民税・都民税の賦課に必要となる情報を住民情報連携基盤システム経由で他市区町村より取得する。また、
　　所得情報等を住民情報連携基盤システム経由で中間サーバーへ連携する。
⑨　各種申告情報により特別区民税・都民税の賦課決定を行い、税額決定通知書情報を出力し、帳票プリント、封入封
　　かん委託業者へ提供、特別区民税・都民税税額決定通知書を作成し、特別徴収義務者、住民等に発付する。
⑩　eLTAX経由で提出された年金支払情報及び給与支払情報にかかる税額決定通知等については、eLTAX経由で通
　　知する。
⑪　住民登録外で賦課した者の住民登録をしている他市区町村に対し、地方税法第２９４条３項に従い通知する。
⑫　決定・通知された賦課情報を他分野システム及び税務システム（収納）並びに滞納整理支援システムへ連携する。
⑬　他市区町村からの所得等照会（紙）を収受し、検索、回答書を出力し発送する。
⑭　税証明の発行に必要となる所得情報等を証明書自動交付システムへ連携する。



 （別添1） 事務の内容

（備考）

①　住民情報を宛名システムから参照する。また、賦課情報を税務システム（課税）から取得する。
②　指定金融機関から納入済通知書情報、コンビニエンスストア収納代行業者から収納情報、指定代理納付者（クレジ
　　ットカード会社等）から収納情報、年金機構から収納情報を取得し、税務システム（収納）にデータを取込む。
③　区窓口、地域事務所収納分の納入済通知書をＯＣＲ処理し、データを取込む。ＯＣＲ処理エラー分については、パンチ
　　事業者へデータを送付し、税務システム（収納）に取込む。
④　過誤納が発生した場合、過誤納票を出力する。
⑤　還付データ及び充当データをパンチ事業者へ送付し、税務システム（収納）に取込む。
⑥　還付・充当通知書を出力し、住民等に通知する。
⑦　住民等から還付金請求書（口座振替依頼書含む）を取得する。
⑧　還付金口座振替依頼書データを⑤によりパンチ事業者へ送付し、税務システム（収納）に取込む。
⑨　口座振替依頼書を住民等及び金融機関（窓口受付分）より取得する。
⑩　口座振替依頼書を金融機関へ送付し、金融機関での承認後、承認通知を取得する。
⑪　口座振替データをパンチ事業者へ送付し、税務システム（収納）に取込む。
⑫　口座振替開始通知書を出力し、住民等に通知する。
⑬　督促状のデータを出力し、帳票プリント、封入封かん委託業者へ提供し、納品後住民等に発付する。
⑭　滞納整理支援システムへ収納情報を連携する。
⑮　現住所が不明な者について住基ネット端末により調査を行い、調査結果を宛名システムに登録する。
⑯　滞納整理支援システムから欠損情報、処分情報、納付書情報を連携する。
⑰　税証明書の発行に必要となる納付情報等を証明書自動交付システムへ連携する。

特別区民税・都民税の収納事務

納

品

中野区

特定個人情報の流れ

特定個人情報以外の流れ

税務システム（収納）

収納管理情報

ファイル

滞納整理支援システム

滞納整理情報

ファイル

⑭収納情報

③納入済

通知書

指定

金融

機関

等
⑬督促状データ出力

⑬督促状

発付

②納入済通知書データ取得

データ取込

パンチ事業者 住民等

④過誤納票

出力区窓口

地域

事務所

ＯＣＲ

処理 ③データ

取込

金融

機関等
住民等

③読取エラー

分通知書

収納

代行

業者

年金

機構

住基ネット

端末

住基ネット

⑮調査結果

⑮住基情

報照会

②年金特

徴

②収納

データ

②データ

取込

住民等
パンチ

事業者

⑤⑧データ

取込

⑥還付・充当

通知出力

⑥還付・充当

通知
⑦還付金

請求書

⑤⑧還付・充当

・還付口座

データ

⑨口座振替

依頼書

⑩口座振替

依頼書

③読取エラー

分データ
⑩口座振替

依頼書

承認

⑪口座振替データ

⑪口座振替

データ

⑫口座振替開始

通知出力

⑫口座振替

開始通知

税務システム（課税）

①賦課情報

①住民情報

（参照）

帳票プリント

封入・封かん

委託業者

宛名システム

宛名情報 住民基本台帳

ファイル

既存住基システム

データ

連携

課税台帳

ファイル

証明書

自動交

付シス

テム

⑰データ

連携
住民等

⑯欠損情報、処分情報、納付書情報

税証明書

発行





 （別添1） 事務の内容

（備考）

①　住民情報を宛名システムから参照する。
②　住民、全国軽自動車協会連合会、他自治体等から各種申告書等を取得する。
③　各種申告書等の情報を税務システム（軽自動車税）へ登録する。
④　中野区の課税対象者でない場合には、該当の自治体に資料を送付する。
⑤　各種証明書等を出力する。
⑥　出力した各種証明書等（標識交付証明書等）を住民等に交付する。
⑦　課税物件異動通知書を他自治体に送付する。（他自治体ナンバー→中野ナンバー）
　　他自治体から課税物件異動通知書を受付、廃車入力する。（中野ナンバー→他自治体ナンバー）
⑧　軽自動車税賦課に当たって必要な情報を住民情報連携基盤システムを介して情報照会を行う。
⑨　住民登録外者の住民票関係情報を住基ネットにより調査し取得する。取得した情報は宛名システムへ入力する。
⑩　名寄せデータを作成、パンチ事業者へ送付し、データを税務システム（軽自動車税）に取込む。
⑪　税額通知データ及び督促状データを帳票プリント、封入封かん委託業者へ提供する。また、他自治体に転出後、ナンバー変
　　更がない者へのナンバープレート付替勧奨通知はがき（印刷済み）を圧着作業するため事業者に提供する。
⑫　帳票プリント、封入・封かん委託業者から納品された税額決定通知、督促状、勧奨通知を住民に発付する。
⑬　本籍地市区町村へ住所地調査票を郵送する。又は⑨住基ネットより調査を行う。
⑭　指定金融機関等より納入済通知書を取得、ＯＣＲ処理によりデータ作成する（少量は手入力）。また、コンビニエンスストア収
　　納代行業者より収納データを、指定代理納付者（クレジットカード会社等）から収納データを取得し、税務システム（軽自動車
　　税）に取込む。
⑮　税務システム（軽自動車税）より減免継続者情報を抽出する。
⑯　住民等から減免、免除申請書を受け付ける。
⑰　税務システム（軽自動車税）に減免・免除情報を入力する。
⑱　住民等に減免、免除決定通知を送付する。
⑲　過誤納が発生した場合、税務システム（軽自動車税）より過誤納票が出力される。
⑳　還付・充当に係る通知書を作成し、通知書を住民に送付する。
㉑　住民から還付金請求書を取得する。
㉒　還付・充当データ（決定）を税務システム（軽自動車税）に入力する。
㉓　警察からの車両照会書（放置バイク等）をパンチ委託事業者に提供しデータを取り込む。回答書を出力し警察あて回答する。
㉔　収納・税額等情報を滞納整理支援システムに連携する。
㉕　滞納整理支援システムから欠損情報、処分情報を取得する。
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①　住民情報を宛名システムから参照する。
②　住民、全国軽自動車協会連合会、他自治体等から各種申告書等を取得する。
③　各種申告書等の情報を税務システム（軽自動車税）へ登録する。
④　中野区の課税対象者でない場合には、該当の自治体に資料を送付する。
⑤　各種証明書等を出力する。
⑥　出力した各種証明書等（標識交付証明書等）を住民等に交付する。
⑦　課税物件異動通知書を他自治体に送付する。（他自治体ナンバー→中野ナンバー）
　　他自治体から課税物件異動通知書を受付、廃車入力する。（中野ナンバー→他自治体ナンバー）
⑧　軽自動車税賦課に当たって必要な情報を住民情報連携基盤システムを介して情報照会を行う。
⑨　住民登録外者の住民票関係情報を住基ネットにより調査し取得する。取得した情報は宛名システムへ入力する。
⑩　名寄せデータを作成、パンチ事業者へ送付し、データを税務システム（軽自動車税）に取込む。
⑪　税額通知データ及び督促状データを帳票プリント、封入封かん委託業者へ提供する。また、他自治体に転出後、ナンバー変
　　更がない者へのナンバープレート付替勧奨通知はがき（印刷済み）を圧着作業するため事業者に提供する。
⑫　帳票プリント、封入・封かん委託業者から納品された税額決定通知、督促状、勧奨通知を住民に発付する。
⑬　本籍地市区町村へ住所地調査票を郵送する。又は⑨住基ネットより調査を行う。
⑭　指定金融機関等より納入済通知書を取得、ＯＣＲ処理によりデータ作成する（少量は手入力）。また、コンビニエンスストア収
　　納代行業者より収納データを、指定代理納付者（クレジットカード会社等）から収納データを取得し、税務システム（軽自動車
　　税）に取込む。
⑮　税務システム（軽自動車税）より減免継続者情報を抽出する。
⑯　住民等から減免、免除申請書を受け付ける。
⑰　税務システム（軽自動車税）に減免・免除情報を入力する。
⑱　住民等に減免、免除決定通知を送付する。
⑲　過誤納が発生した場合、税務システム（軽自動車税）より過誤納票が出力される。
⑳　還付・充当に係る通知書を作成し、通知書を住民に送付する。
㉑　住民から還付金請求書を取得する。
㉒　還付・充当データ（決定）を税務システム（軽自動車税）に入力する。
㉓　警察からの車両照会書（放置バイク等）をパンチ委託事業者に提供しデータを取り込む。回答書を出力し警察あて回答する。
㉔　収納・税額等情報を滞納整理支援システムに連携する。
㉕　滞納整理支援システムから欠損情報、処分情報を取得する。



 （別添1） 事務の内容

（備考）

①　住民情報を宛名システムより取得する。
②　所得・収納・税額等、特別区民税・都民税、軽自動車税情報を税務システムの各ファイルから取得する。
③　４情報、個人番号により名寄処理をして、更新する。
④　電話催告・訪問業務委託業者が電話催告・訪問に必要となる滞納者情報を閲覧する。（端末）
　　　※個人番号については閲覧できない設定
⑤　滞納者に対し、電話催告・訪問業務委託業者が電話催告・訪問を行う。
⑥　電話催告・訪問業務委託業者が電話催告・訪問の結果を登録する。
⑦　催告書データを出力し、帳票プリント、封入・封かん委託業者に提供する。
⑧　帳票プリント、封入・封かん委託業者から納品された催告書を住民に発付する。
⑨　納税交渉により、分割納付等の処理を行い、交渉結果を登録する。
⑩　納税がない場合は、住民や金融機関等に財産調査を行い、調査結果を登録する。
⑪　転出した滞納者にかかる実態調査を他自治体等に行い、調査結果を登録する。
⑫　現住所が不明な滞納者について住基ネット端末により調査を行い、調査結果を宛名システムに登録する。
⑬　調査の結果に応じて滞納処分を行う。
　◆財産がある場合：差押・参加差押・交付要求処理し、処分通知を行う。
　◆滞納処分後も納付がない場合：換価・公売を行い、配当・充当を行う。
　◆調査の結果財産なしの場合：執行停止、不能欠損処理を行う。
⑭　滞納整理支援システムから欠損情報、処分情報、納付書情報を税務システム（収納）の収納管理情報ファイ
　　ルへ連携する。
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